
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲料自動販売機の設置に  

ご協力ください  

▶ 売り上げは区内で展開する 

 身近にできる社会貢献をご存じですか 

さまざまな社会福祉事業に役立てられます 

▶ 売り上げの一部が 

赤い羽根共同募金会へ募金されます 

 



 

 

 

 

 

 

月ごとの募金額を 

自販機に掲示できます。 

 

 

こんなことに活用します！ 

 車椅子の貸し出し 

サロン活動の支援 

ちょこっと・暮らしのサポート事業 

売り上げは

 

この他にもさまざまな 

詳しくはお問い合わせください。 

福祉事業に活用しています。 

A 設置のために工事が伴う場合の費用、月々の電気代の負担はありません。 

A 自販機のオペレーターにより、定期的に販売物の補充・空き缶回収、周辺の清掃を行います。 

Q１ 設置に費用はかかるの？ 

Q２ 飲料の補充やゴミ箱処理など、日々のメンテナンスはどうするの？ 

Q３ 契約期間（設置期間）はあるの？ 

A 契約日より 3年間ですが、解約のお申出がない限り、自動で 1年ずつ延長となります。 

よくある Q&A 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≫≫≫≫≫詳しくはこちらへお問い合わせください≫≫≫≫≫ 
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